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安全で安定した飲み水をお届けすることが
県営水道の使命です
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　豊かな未来社会の基盤作りをめざす県営水道は、みなさ
んの家庭や工場にいつでもきれいな水の安定した供給がで
きるよう、市町村という区域をこえて、社会的、経済的に
一つのまとまりのある地域を対象に、効率のよい大規模な
施設作りを進めてまいりました。そして、市町村ごとの水
収支のアンバランスや季節的に生ずる水の過不足を調整し
ながら、限られた水資源を有効に利用するために、また安
定した水の供給をつづけるために努力しています。

　水は私たちのくらしに一日たりとも欠かせな
いものです。また、その安定した供給がなけれ
ば、これからの快適な生活や産業の発展を支え
ることはできません。

尾張東部浄水場
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　県営水道はみなさんの生活や産業活動のライフラインと
して重要な役割を果たしています。
　このため、地震等の災害に強い施設及びシステムを目指
し、地震防災に関する計画を定め、計画的に地震対策を進
め安定供給に努めています。
　また、地震災害時等に速やかな対応をとるため、住民の
方々や市町村の水道などと連携し、毎年度、地震防災訓練
を実施し災害に備えています。

水質検査の状況

地震防災訓練の状況

   県営水道では、県民のみなさんに安心して
水道水をご利用いただくため、毎年度定める
水質検査計画に基づき検査を行い、水道法で
定められている水質基準に適合することを確
認するとともに、より質の高い水道水の供給
を目指しています。
　平成20年1月29日には、社団法人日本水道
協会から、水質基準項目について、「水道水
質検査優良試験所規範（水道GLP）」の認定
を受けました。これにより、県営水道の水質
検査が高い水準にあることを第三者機関に評
価されました。　


